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全ての座席でシートベルト
を必ず着用しましょう。
幼児を乗せるときはチャイ
ルドシートを正しく使用し
ましょう。

お酒を飲まずに
仲間を送り届ける人
“ハンドルキーパー”
を決めましょう！

ハンドルキーパー運動

（全国重点）

「春の全国交通安全運動」の行事

○ 自転車の安全利用の推進
○ 後部座席を含めた全ての座席シートベルト
　 　とチャイルドシートの正しい着用の徹底
○ 飲酒運転の根絶

（運動の基本）

実施期間

子どもと高齢者の交通事故防止

（大阪重点）
○ 通学路における交通事故防止

スローガン
○ ルール無視　子どもが見てる　その行動
○ 抱っこより　深い愛情　チャイルドシート
○ 気のゆるみ　一杯だけが　命とり

平成29年4月6日（木）から4月15日（土）までの10日間

北天満お花見会
子育て支援ルーム交通安全教育
大学生自転車交通安全講習会
そねざき交通安全キャンペーン
高齢者体験型安全講習会
シートベルトキャンペーン
交差点事故防止キャンペーン
樋之口町自転車事故防止キャンペーン

行　事　名 日　時 場　所
4月 2日(日) 12:10～12:25
4月 3日(月) 11:00～11:20
4月 4日(火) 16:00～16:30
4月 7日(金) 15:00～16:00
4月11日(火) 15:30～16:30
4月12日(水) 14:00～15:00
4月13日(木) 10:00～11:00
4月14日(金) 16:00～17:00

旧北天満小学校
北区役所
大阪工大学梅田キャンパス
アトリウム広場
コミュニティプラザ
阪急バスターミナル
区役所前交差点　雨天中止
樋之口町交差点

平成29年春の全国交通安全運動

　4月7日（金）午後3時から、大阪駅「アトリユム広場」において、高校生でデビューし若者に人気沸騰中の、
シンガーソングライター 井上 苑子さんを一日署長にお迎えし、交通安全を訴え活動をします。
多数の参加をお待ちしています。

まわりの大人がまず
子供たちの手本となりましょう。

●
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高齢者の
交通死亡事故が
深刻です

　昨年（平成28年）の交通事故による死者が、
全国で4,117人となり前年を上回った。前年よ
り増加したのは15年振り。中でも高齢者の死者
は前年より54人増加し、2,247人となりまし
た。死者総数の54,6パーセントを占めました。

　このような中、3月
12日から75歳以上
のドライバーの運転
免許更新手続きが大
きく変わりました。改正道路交通法①

75歳以上の免許更新手続きが変わります 平成29年3月12日スタートしています

　認知症による交通事故が増加しています。自分は勿論、家族・親族が認知症の影響で交通事故を「起こさない」た
めにも、改正道路交通法を知っておきましょう。

（1） 運転免許証の更新時
75歳以上（更新期間満了の日）の方が更新するには「認知機能検査」と高齢者講習を受けなければなりません。
「認知機能検査」で「認知症のおそれあり」と判定された方は、医師の診断を受けなければなりません。
診断の結果、認知症と診断されれば運転免許証の取り消し又は停止になります。

（2） 臨時認知機能検査（一定の違反をした場合）
75歳以上の運転者が「認知機能低下のおそれ」「問題なし」であっても、一定の違反をすれば新設された「臨
時認知機能検査」（3か月以内に認知機能検査を受けていた場合いを除く）を受けなければなりません。
検査の結果、認知機能の低下のおそれがある。と判断されると新設された「臨時高齢者講習」2時間（個別指
導と実車指導）を受けなければなりません。

（3） （2）の検査後「おそれあり」は医師の診断が必要　
「臨時認知機能検査」の結果「認知症のおそれあり」と判定された場合、専門医の診断を受けなければなりません。
診断の結果、認知症と診断されれば運転免許証の取り消し又は停止になります。

（4） 受講しなかった場合
「臨時認知機能検査」や「臨時高齢者講習」をやむを得ない理由がないにもかかわらず受験受講しなかった場
合や、臨時適正検査を受けなかった又は医師の診断書の提出命令に従わなかった場合は、免許の取り消し又
は停止処分となります。

●自動車等を運転しないので、運転免許証を返したい
という方は、運転免許試験場や警察署で運転免許証
を返納（申請取消）することができます。

●運転免許証を返納された方は、運転経歴証明書の申
請・交付を受けることができます。

※失効した運転免許証を返納された方については、
対象外です。

●申請が可能な期間は運転免許証の返納後5年以内
で、交付手数料として1,000円が必要です。

運転免許証の自主返納を
考えてみてはいかがでしょうか？

家族や医師から
運転を心配され
ている方は…

運転中にヒヤリと
することが多いと
感じた方は…

運転経歴証明書は公的な
 身分証明書として生涯使えます。

運転経歴証明書のイメージ



協 会 だ よ り平成29年4月5日（水）発行 第183号　⑶

□の中へ○か×でお答え下さい。

問題1 歩行者専用道路を自転車で通行する場合、当該自転車を押して通行しても良いが大型自動二輪は、転倒し、他の歩
行者に危険が及ぶ恐れと、他の歩行者の通行に支障が及ぶ恐れがあることから、歩行者専用道路を押して通行する
ことは出来ない。

問題2 高齢者、身体に障害のある歩行者で通行に支障のある者が道路を横断するとき、当該歩行者等から申し出があった
とき、その他必要があると認められるときは、その場所に居合わせた者は、その歩行者が安全に横断できるように、
誘導や合図などの必要な措置をとるように努めなければならないと定められている。

問題3 自転車の運転者は、夜間、内閣府令で定まる基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならな
い。違反すると罰金の刑罰が課せられる。

問題4 車両は、進路変更することによって、同一の進路を後方から進行してくる車両が、急ブレーキや急ハンドルで避けな
ければならなくなるような進路変更をしてはならない。

問題5 車両等は、横断歩道等またはその手前の直前で停止している車両等がある場合、その停止している車両等の側方を
通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に徐行して安全確認しなければならない。

⇨ 答えと解説は、P4にあります。

改正道路交通法②
準中型免許が新たに設けられました

　運転免許証の区分に「準中型免許」が設けられまし
た背景は、平成26年8月、当協会発行の「第174号協
会だより」でも紹介させていただいていますが、
　○ 年齢制限と条件の緩和
　○ 5トンを超える車両の増加
　○ 新卒（高校卒）者が運転出来ない
　○ 運転者不足
等で、トラック業界が「運転者不足」等についての強い
要望等があり、警察庁が国会に法案提出した結果であ
ります。
　最近、運送業界の話題となっている、某宅配業者も
ドライバーの需要が多く運行に支障が出ている背景
からも業界の苦悩振りが理解出来ると思います。
　また、某新聞紙上でも「トラック運転者不足」「物流
システム瀬戸際」
「高卒確保へ準
中型免許新設」
等の記事を目に
します。
　業界では、女性
ドライバーへの
期待もあって、女
性運転手を、今
風の言葉で「トラ
ガール」と呼び女
性の関心を引く
工夫を凝らして
いるようです。

免許の区分、受験資格等の改正概要について

普通免許
普通自動車

18歳以上
中型免許
 中型自動車 

20歳以上  普通免許等保有2年

改
正
後

改
正
前

最大積載量 3トン 6.5トン
車両総重量 5トン 11トン

普通免許
普通自動車

18歳以上
中型免許
中型自動車

20歳以上  普通免許等保有2年
準中型免許
準中型自動車

18歳以上
大型免許
大型自動車

21歳以上  普通免許等保有3年

大型免許
大型自動車

21歳以上  普通免許等保有3年

最大積載量 6.5トン
車両総重量 11トン3.5トン

2トン
7.5トン
4.5トン

　準中型免許は、下表の改正後に表している、車両総重
量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5
トン未満、乗車人員10人以下の車両を運転出来る。
　運転免許取得年齢は18歳未満である。
　準中型免許を受けて1年経過していない者は、初心
者マークを表示しなければならない。
　ただし、普通免許を受けて2年以上経過している者
は表示しなくても良い。

法改正前に普通免許を取得している者の運転可能自動車
　平成29年3月11日以前に普通免許を取得した者
は、今回の法改正に関係なく法改正前に運転出来て
いた、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、
乗車定員10人以下の車両を運転できる。
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問題1　× 道路交通法第2条第3項
次に掲げる者は、歩行者とする。
一　身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
二　大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪若しくは三輪の自転車（これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引して
いるものを除く）を押して歩いている者

問題2　○ 道路交通法14条5項（身体に障害のある歩行者の保護）

問題3　○ 道路交通法63条の9第2項
　5万円以下の罰金
　（内閣府令で定まる基準とは…橙色か赤色で、夜間、後方100メートルの位地から自動車のライトで照射したとき、その反射鏡を容
易に確認できるもの）

問題4　○ 道路交通法26条の2第2項
　罰　則　5万円以下の罰金
　違反点　1点（進路変更禁止違反）　反則金…大型 7千円　普通 6千円　二輪 6千円

問題5　× 道路交通法38条第2項
同法では、停止している車両の前方に出ようとする場合は、一時停止しなければならない、と定められている。
　罰　則　3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
　違反点　2点

答え

自動車安全運動講習を実施しています

高齢者の交通事故防止にひと工夫

実技中心！ マンツーマン指導による

（ドライブレコーダーの活用）

講習は
2時間!!

　交通安全協会の会員様を対象とした交通事故防止対策の一
環として府下の自動車教習所（学校）で、教習車を（乗用）用いた
自動車安全運転講習を、平成28年10月から（本年度は4月1日
から）実施しています。
　大阪府下の公安委員会指定自動車教習所（学校）の協力を得
て行われ、一般社団法人大阪府自家用自動車連合協会が講習費
用の半額をサポートしてくれます。
　詳細は、曽根崎交通安全協会又はホームページ（お知らせ）に
掲出しています。安全運転術向上をサポート

　高齢者や家族の安全運転、交通事故防止にドライブレコーダーを活用された
らいかがでしょうか。
　最近のドライブレコーダーの機能は、運転者の運転診断や、急ブレーキ等危
険回避行動が映像として記録され、記録されたデーターで、家族皆んなで安全
運転の会話を持つことが出来ます。
　特に、認知症を疑われる高齢家族をお持ちのご家庭にあっては、「うちのおじ
いちゃんは普段どんな運転をしとるんやろ」と感じたとき、ドライブレコーダーの情報が非常に参考にな
ると思います。
　家族皆んなが交通事故を起こさないために、ドライブレコーダーの装備を考えてみて下さい。


